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一
九
九
〇
年
代
以
降
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ

ル
化
の
進
展
な
ど
企
業
を
取
り
巻
く
環
境
が

厳
し
さ
を
増
し
、
企
業
経
営
の
あ
り
方
も
変

化
す
る
中
で
、
企
業
の
雇
用
管
理
は
ど
の
よ

う
に
変
わ
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

企
業
経
営
や
雇
用
管
理
の
変
化
は
、
企
業
で

働
く
正
社
員
の
働
き
方
や
暮
ら
し
方
に
ど
の

よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

当
機
構
で
は
、
そ
の
実
態
と
課
題
を
明
ら
か

に
す
る
目
的
で
、
本
年
一
月
〜
二
月
、
ア
ン

ケ
ー
ト
調
査
「
経
営
環
境
の
変
化
の
下
で
の

人
事
戦
略
と
勤
労
者
生
活
に
関
す
る
実
態
調

査
」
を
実
施
し
、
七
月
に
結
果
を
公
表
し
た

（
１
）。ここ

で
は
、
調
査
結
果
を
も
と
に
、
賃
金

制
度
の
見
直
し
の
状
況
に
焦
点
を
当
て
て
、

調
査
の
結
果
を
紹
介
し
た
い
。

１  
企
業
に
お
け
る
賃
金
制
度
の

見
直
し

成
果
・
業
績
重
視
の
傾
向
が
強
ま
る

最
初
に
、
企
業
調
査
の
結
果
か
ら
、
賃
金

の
決
定
要
素
の
変
化
を
み
て
み
よ
う
。

一
般
社
員
の
賃
金
（
基
本
給
）
を
決
定
す

る
際
に
、
三
年
前
と
比
べ
て
重
視
す
る
よ
う

に
な
っ
た
要
素
を
き
い
た
と
こ
ろ
、
六
割
弱

の
企
業
が
「
個
人
の
成
果
」
を
、
四
割
強
の

企
業
が
「
仕
事
へ
の
努
力
」
を
「
以
前
よ
り

重
視
す
る
」
と
回
答
。「
仕
事
の
困
難
さ
や

職
務
内
容
」
に
つ
い
て
も
約
四
割
の
企
業
が
、

「
以
前
よ
り
重
視
す
る
」
と
し
て
い
る
。
ま

た
、
課
長
相
当
職
や
部
長
相
当
職
以
上
の
賃

金
（
基
本
給
）
を
決
定
す
る
場
合
に
は
、「
会

社
・
部
門
の
業
績
」
を
「
以
前
よ
り
重
視
す

る
」企
業
が
六
割
程
度（
課
長
相
当
職 

五
八
・

五
％
、
部
長
相
当
職
以
上 

六
七
・
一
％
）、「
個

人
の
成
果
」
を
「
以
前
よ
り
重
視
す
る
」
企

業
が
五
割
程
度
（
課
長
相
当
職 

五
六
・
四
％
、

部
長
相
当
職
以
上 

五
〇
・
〇
％
）
で
あ
っ

た
（
図
表
１
）。

こ
の
結
果
か
ら
、
企
業
で
は
役
職
の
高
い

従
業
員
を
対
象
に
、
賃
金
の
決
定
要
素
と
し

て
、
会
社
・
部
門
の
業
績
や
個
人
の
成
果
を

重
視
す
る
傾
向
が
強
ま
る
中
、
役
職
の
低
い

一
般
社
員
に
対
し
て
も
、
個
人
の

成
果
や
仕
事
へ
の
努
力
を
重
視
す

る
傾
向
が
強
ま
っ
て
い
る
こ
と
が

う
か
が
え
る
。

一
方
、「
勤
続
年
数
」、「
年
齢
」、

「
学
歴
」
と
い
っ
た
外
形
的
要
素

に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
役
職
に

お
い
て
も
「
以
前
よ
り
重
視
し
な

い
」
と
す
る
割
合
が
三
割
程
度
に

の
ぼ
っ
て
い
る
。

特
別
給
（
賞
与
）
の
動
向

こ
こ
で
、
特
別
給
（
賞
与
）
の

額
の
決
定
方
法
を
み
て
み
る
と
、

「
基
本
給
を
基
準
と
し
て
、
ほ
ぼ

決
ま
っ
て
い
る
」
と
す
る
企
業
の

割
合
が
最
も
高
く
（
三
四
・
七
％
）、

次
い
で
「
部
門
・
会
社
の
業
績
に

応
じ
て
大
き
く
変
動
す
る
」（
三

図表1　3年前と比べて、賃金（基本給）決定の際に重視する要素
（企業調査.N=1,291）

日
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け
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環
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四
・
四
％
）、「
個
人
の
成
果
に
応
じ
て
大
き

く
変
動
す
る
」（
一
七
・
四
％
）
な
ど
の
順
で

あ
っ
た
。「
部
門
・
会
社
の
業
績
に
応
じ
て

大
き
く
変
動
す
る
」
と
「
個
人
の
成
果
に
応

じ
て
大
き
く
変
動
す
る
」
を
合
わ
せ
る
と
、

そ
の
割
合
は
約
五
割
を
占
め
る
（
図
表
２
）。

ま
た
、
賃
金
総
額
に
占
め
る
特
別
給
（
賞

与
）
の
ウ
エ
イ
ト
を
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
に

「
特
別
給
（
賞
与
）
の
ウ
エ
イ
ト
を
高
め
て

き
て
い
る
」
企
業
の
割
合
は
二
割
弱
で
あ
る

が
、
今
後
、「
特
別
給
（
賞
与
）
の
ウ
エ
イ
ト

を
高
め
よ
う
と
考
え
て
い
る
」
企
業
は
約
三

割
で
、「
特
別
給
（
賞
与
）
の
ウ
エ
イ
ト
を
低

く
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
」
企
業
の
割
合

（
六
・
二
％
）
を
上
回
っ
て
い
る
（
図
表
３
）。

　

成
果
重
視
の
割
合
は
大
企
業
で
高
い

次
に
、
近
年
、
企
業
が
ど
の
よ
う
な
賃
金

制
度
の
見
直
し
を
行
っ
て
き
た
の
か
、
そ
の

内
容
を
み
て
み
よ
う
。

過
去
三
年
間
に
賃
金
制
度
の
見
直
し
を
行

っ
た
企
業
は
六
割
弱（
２
）。
見
直
し
の
内
容

を
み
る
と
（
複
数
回
答
）、「
見
直
し
は
行
っ

て
い
な
い
」（
四
一
・
二
％
）
を
除
け
ば
、「
職

務
遂
行
能
力
の
重
視
」
を
あ
げ
る
企
業
の
割

合
が
最
も
高
く
（
二
八
・
七
％
）、次
い
で
「
職

務
、
職
種
な
ど
の
仕
事
の
内
容
の
重
視
」（
二

二
・
九
％
）、「
会
社
の
業
績
の
重
視
」（
二
二
・

〇
％
）、「
個
人
の
仕
事
へ
の
努
力
の
重
視
」

（
一
七
・
六
％
）、「
個
人
の
短
期
的
な
成
果

の
重
視
」（
一
六
・
七
％
）、「
職
能
資
格
制
度

の
改
定
・
導
入
」（
一
五
・
三
％
）
な
ど
の
順

で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
従
業
員
規
模
別
に
み
る
と
、
従
業

員
規
模
が
大
き
く
な
る
に
つ
れ
て
、「
個
人
の

短
期
的
な
成
果
の
重
視
」
を
あ
げ
る
割
合
が

高
く
な
っ
て
い
る
（
三
〇
〇
人
未
満 

一
四
・

九
％
、
三
〇
〇
〜
九
九
九
人 
一
七
・
七
％
、

一
〇
〇
〇
人
以
上 

二
七
・
三
％
）（
図
表
４
）。

（
賃
金
制
度
の
見
直
し
を
行
っ
た
企
業

の
）
目
標
管
理
制
度
の
導
入
状
況
を
み
て
も
、

従
業
員
規
模
が
大
き
い
ほ
ど
、
導
入
し
て
い

る
割
合
が
高
い
傾
向
に
あ
る
（
三
〇
〇
人
未

満 

五
八
・
七
％
、
三
〇
〇
〜
九
九
九
人 

六

六
・
八
％
、
一
〇
〇
〇
人
以
上 

七
七
・
三
％
）

（
図
表
５
）。

２ 

見
直
し
の
評
価
と
課
題

企
業
の
自
己
評
価

賃
金
制
度
の
見
直
し
を
行
っ
た
企
業
は
、

見
直
し
の
成
否
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。

図表2　特別給の額の決定方法（企業調査.N=1,291）

図表3　賃金総額に占める特別給のウエイト（企業調査.N=1,291）

図表4　従業員規模別、過去3年間に行った賃金制度の見直し（複数回答）（企業調査）

図表5　従業員規模別、目標管理制度の導入（企業調査）
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企
業
調
査
の
結
果
を
み
る
と
、「
ま
だ
評
価

が
固
ま
っ
て
い
な
い
」
と
す
る
企
業
の
割
合

が
五
割
強
と
高
い
も
の
の
、
全
体
で
は
「
う

ま
く
い
っ
た
」
と
す
る
割
合
（
三
二
・
一
％
）

が
「
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
」
と
す
る
割
合

（
九
・
一
％
）
を
上
回
っ
て
い
る
（
図
表
６
）。

一
方
、
賃
金
制
度
の
見
直
し
に
対
す
る
評

価
別
に
、
見
直
し
の
内
容
を
詳
し
く
み
て
み

る
と
、「
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
」
企
業
で
は
、

「
う
ま
く
い
っ
た
」
企
業
と
比
較
し
て
、「
年

俸
制
の
改
定
・
導
入
」、「
会
社
の
業
績
の
重

視
」、「
基
本
給
を
抑
制
し
、
賞
与
の
ウ
エ
イ

ト
を
相
対
的
に
拡
大
」、「
個
人
の
短
期
的
な

成
果
の
重
視
」、「
正
社
員
の
職
種
別
に
賃
金

制
度
を
分
け
る
」
な
ど
を
あ
げ
る
割
合
が
相

対
的
に
高
か
っ
た
（
図
表
７
）。

こ
こ
で
の
評
価
は
、
賃
金
制
度
の
見
直
し

全
般
に
対
す
る
評
価
で
あ
り
、
見
直
し
の
内

容
を
個
々
に
評
価
し
た
も
の
で
は
な
い
点
に

留
意
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
結
果
か
ら
、

業
績
・
成
果
重
視
を
掲
げ
た
賃
金
制
度
見
直

し
の
難
し
さ
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

納
得
の
得
ら
れ
る
評
価
が
課
題

賃
金
制
度
の
見
直
し
が
う
ま
く
い
か
な
っ

た
理
由
は
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。

賃
金
制
度
の
見
直
し
が
う
ま
く
い
か
な
か

っ
た
企
業
に
、
そ
の
理
由
を
き
い
た
と
こ
ろ

（
複
数
回
答
）、「
公
平
で
納
得
を
得
ら
れ
る

評
価
が
で
き
な
い
た
め
」
を
あ
げ
る
割
合
が

六
割
と
最
も
高
く
、
次
い
で
「
従
業
員
の
職

務
遂
行
上
の
プ
ロ
セ
ス
が
評
価
さ
れ
な
い
た

め
」（
三
八
・
五
％
）、「
業
績
の
低
い
部
門
が

存
在
す
る
た
め
」（
二
一
・
五
％
）、「
従
業
員

の
就
業
意
欲
が
低
下
し
た
た
め
」（
二
一
・
五

％
）、「
よ
り
長
期
的
な
目
標
が
軽
視
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
た
め
」（
一
六
・
九
％
）
な
ど

の
順
で
あ
っ
た
（
図
表
８
）。

成
果
・
業
績
の
要
素
を
賃
金
制
度
に
組
み

込
む
ケ
ー
ス
を
含
め
て
、
賃
金
制
度
を
見
直

す
際
に
は
、
い
か
に
公
平
で
納
得
の
で
き
る

評
価
を
行
う
か
な
ど
、
評
価
の
過
程
に
大
き

な
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

ま
た
、
成
果
・
業
績
に
応
じ
た
処
遇
を
行
お

う
に
も
、
そ
も
そ
も
業
績
の
低
い
部
門
が
存

在
す
る
と
い
っ
た
問
題
や
、短
期
的
な
成
果
・

業
績
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
長
期
的
な
目
標

が
軽
視
さ
れ
る
と
い
っ
た
新
た
な
問
題
が
惹

起
さ
れ
る
現
状
が
う
か
が
え
る
。

以
上
の
分
析
を
踏
ま
え
て
、
賃
金
制
度
の

見
直
し
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
企
業
が
、

今
後
ど
の
よ
う
に
賃
金
制
度
の
改
善
を
図
ろ

う
と
し
て
い
る
か
を
み
て
み
よ
う
。

今
後
の
改
善
の
方
策
と
し
て
は
（
複
数
回

答
）、「
成
果
だ
け
で
な
く
努
力
水
準
等
も
評

図表6　賃金制度の見直しに対する評価（企業調査.N=717）

図表7　賃金制度の見直しに対する評価別、　過去3年間に行った賃金制度の見直し
（複数回答）（企業調査）

図表8　賃金制度の見直しがうまくいかなかった理由（複数回答）（企業調査.N=65）

図表9　今後の改善の方策（複数回答）（企業調査.N=65）
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価
の
対
象
と
す
る
」
を
あ
げ
る
割
合
が
最
も

高
く
（
五
〇
・
八
％
）、
次
い
で
「
評
価
者

の
た
め
の
研
修
を
実
施
ま
た
は
拡
充
す
る
」

（
四
一
・
五
％
）、「
評
価
結
果
を
従
業
員
に

フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
」（
四
一
・
五
％
）、「
評

価
の
際
、
従
業
員
と
の
話
し
合
い
を
実
施
ま

た
は
拡
充
す
る
」（
三
三
・
八
％
）、「
よ
り
長

期
的
な
視
点
で
成
果
を
評
価
す
る
」（
三
二
・

三
％
）な
ど
を
あ
げ
る
割
合
が
高
か
っ
た（
図

表
９
）。

賃
金
制
度
の
見
直
し
が
う
ま
く
い
か
な
か

っ
た
企
業
で
は
、
①
努
力
し
た
過
程
を
評
価

す
る
こ
と
や
長
期
的
な
視
点
を
組
み
込
む
な

ど
評
価
内
容
を
見
直
す
動
き
や
、
②
評
価
者

研
修
、
③
評
価
結
果
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
、

④
評
価
の
際
の
従
業
員
と
の
話
し
合
い
な
ど

評
価
過
程
を
改
善
す
る
動
き
が
み
て
と
れ
る
。

継
続
的
成
果
の
重
視

図
表
10
は
、
全
企
業
を
対
象
に
、
賃
金
や

処
遇
に
反
映
さ
せ
る
要
素
と
し
て
重
視
す
る

項
目
を
き
い
た
結
果
で
あ
る
（
複
数
回
答
）。

こ
れ
ま
で
重
視
し
て
き
た
項
目
と
し
て
は
、

「
職
務
能
力
や
保
有
す
る
資
格
」
を
あ
げ
る

企
業
の
割
合
が
最
も
高
く
（
五
三
・
四
％
）、

次
い
で
「
学
歴
、
年
齢
、
勤
務
な
ど
外
形
的

な
要
素
」（
五
三
・
三
％
）、「
継
続
的
な
成
果

の
把
握
に
基
づ
く
評
価
」（
五
〇
・
五
％
）
な

ど
の
順
で
あ
っ
た
。
一
方
、
今
後
重
視
し
て

い
く
項
目
と
し
て
は
、「
継
続
的
な
成
果
の
把

握
に
基
づ
く
評
価
」
を
あ
げ
る
割
合
が
最
も

高
く
（
七
三
・
四
％
）、
次
い
で
「
職
務
能

力
や
保
有
す
る
資
格
」（
六
一
・
七
％
）、「
職

務
の
困
難
さ
」（
四
八
・
一
％
）
な
ど
の
順
と

な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
重
視
し
て
き
た
項
目
と
今
後
重

視
し
て
い
く
項
目
を
比
較
す
る
と
、
今
後
重

視
す
る
項
目
で
上
昇
幅
が
大
き
い
も
の
か
ら

順
に
、「
継
続
的
な
成
果
の
把
握
に
基
づ
く
評

価
」、「
職
務
の
困
難
さ
」、「
職
務
能
力
や
保
有

す
る
資
格
」
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。「
学
歴
、

年
齢
、
勤
続
な
ど
外
形
的
要
素
」
に
つ
い
て

は
、
今
後
重
視
し

て
い
く
項
目
で
減

少
幅
が
大
き
く
な

っ
て
い
る
が
、「
短

期
的
な
会
社
や
部

門
の
業
績
」、「
短

期
的
な
成
果
の
評

価
」
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
ま
で
重
視
し

て
き
た
項
目
と
今

後
重
視
し
て
い
く

項
目
で
ほ
ぼ
同
程

度
の
割
合
で
あ
る
。

以
上
の
結
果
か

ら
、
賃
金
や
処
遇

に
反
映
さ
せ
る
要

素
と
し
て
は
、
第

一
に
、
外
形
的
要

素
を
重
視
し
て
い

く
と
す
る
企
業
割

合
が
低
下
す
る
一

方
、
職
務
内
容
、

職
務
能
力
、
成
果

と
い
っ
た
要
素
を

重
視
し
て
い
く
と
す
る
割
合
が
上
昇
傾
向
に

あ
る
こ
と
、
第
二
に
こ
う
し
た
中
に
お
い
て

も
、
短
期
的
な
成
果
・
業
績
を
重
視
し
て
い

く
と
す
る
割
合
は
現
状
程
度
に
と
ど
ま
り
、

継
続
的
な
成
果
を
重
視
す
る
傾
向
が
強
ま
っ

て
い
る
こ
と
が
よ
み
と
れ
る
だ
ろ
う
。　

３  

賃
金
制
度
に
対
す
る
従
業
員

の
意
識

企
業
調
査
の
結
果
か
ら
、
企
業
が
賃
金
制

度
の
見
直
し
を
行
っ
た
理
由
を
み
る
と
（
複

数
回
答
）、「
従
業
員
の
就
業
意
欲
を
高
め
る

た
め
」を
あ
げ
る
割
合
が
最
も
高
く（
五
九
・

八
％
）、
次
い
で
「
こ
れ
ま
で
の
賃
金
制
度

図表10　賃金や処遇に反映させる要素について重視する項目
（複数回答）（企業調査.N=1,291）

図表11　賃金制度の見直しを行った理由（複数回答）（企業調査.N=717）

図表12　賃金を決める際の基準として、最も適当と考える要素
（3つまでの複数回答）（従業員調査.N=7,168）
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で
は
従
業
員
の
貢
献
が
賃
金
に
反
映
さ
れ
な

い
か
ら
」（
五
〇
・
九
％
）、「
従
業
員
に
自
分

の
能
力
を
高
め
る
意
欲
を
持
た
せ
る
た
め
」

（
四
三
・
二
％
）
な
ど
の
順
と
な
っ
て
い
る
。

賃
金
制
度
の
見
直
し
は
、
従
業
員
の
貢
献
に

報
い
、
そ
の
意
欲
を
高
め
る
目
的
で
行
う
企

業
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
（
図
表
11
）。

で
は
、
こ
う
し
た
企
業
の
賃
金
制
度
の
見

直
し
に
つ
い
て
、
従
業
員
（
正
社
員
）
の
側

は
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
第
三
節
で
は
、
こ
の
点
を
中
心
に
、
従

業
員
調
査
の
結
果
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

成
果
・
業
績
重
視
の
傾
向
が
広
ま
る

従
業
員
調
査
の
結
果
か
ら
、
従
業
員
が
、

賃
金
を
決
め
る
際
の
基
準
と
し
て
最
も
適
当

と
考
え
る
要
素
を
み
る
と
（
三
つ
ま
で
の
複

数
回
答
）、「
個
人
の
成
果
」
を
あ
げ
る
割
合

が
最
も
高
く
（
五
二
・
三
％
）、
次
い
で
「
仕

事
の
困
難
さ
や
職
務
内
容
」（
四
六
・
一
％
）、

「
部
門
・
会
社
の
業
績
」（
四
〇
・
二
％
）
な

ど
の
順
で
あ
っ
た
。
業
績
・
成
果
な
ど
の
要

素
を
賃
金
決
定
の
際
の
基
準
と
す
る
こ
と
に

つ
い
て
、
従
業
員
の
側
で
も
適
当
と
す
る
考

え
方
が
広
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る

（
図
表
12
）。

ま
た
、
実
際
に
、
賃
金
（
基
本
給
）
の
額

は
、
ど
の
よ
う
な
要
素
が
重
視
さ
れ
て
決
ま

っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
か
を
み
る
と
（
三

つ
ま
で
の
複
数
回
答
）、「
勤
続
年
数
」
を
あ

げ
る
者
の
割
合
が
最
も
高
く
（
四
四
・
四
％
）、

次
い
で「
年
齢
」（
四
三
・
二
％
）、「
職
務
経
歴
・

経
験
」（
二
三
・
六
％
）、「
個
人
の
成
果
」（
二

二
・
三
％
）、「
部
門
・
会
社
の
業
績
」（
二
一
・

〇
％
）
な
ど
の
順
で
あ
っ
た
。

こ
れ
を
、
賃
金
制
度
の
見
直
し
の
有
無
別

に
み
る
と
、
賃
金
制
度
の
見
直
し
が
行
わ
れ

た
と
認
識
す
る
者
で
は
、
見
直
し
は
行
わ
れ

て
い
な
い
と
す
る
者
に
比
べ
て
、「
個
人
の
成

果
」、「
個
人
の
資
格
や
能
力
」、「
部
門
・
会
社

の
業
績
」、「
仕
事
の
困
難
さ
や
職
務
内
容
」

な
ど
を
あ
げ
る
割
合
が
相
対
的
に
高
く
、「
年

齢
」、「
勤
続
年
数
」
な
ど
を
あ
げ
る
割
合
は

相
対
的
に
低
く
な
っ
て
い
る
（
図
表
13
）。

　

従
業
員
全
体
で
は
、
年
齢
、
勤
続
年
数
と

い
っ
た
外
形
的
要
素
が
重
視
さ
れ
て
い
る
と

感
じ
る
割
合
が
高
い
が
、
賃
金
の
見
直
し
が

行
わ
れ
た
と
認
識
す
る
者
で
は
、
こ
う
し
た

要
素
に
加
え
て
、
成
果
・
業
績
な
ど
の
要
素

が
重
視
さ
れ
て
い
る
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ

て
き
た
状
況
が
み
て
と
れ
る
。

大
企
業
・
管
理
職
で
賃
金
格
差

拡
大
感
が
大
き
い

従
業
員
調
査
で
、
過
去
三
年
間
に
、
現
在

の
勤
務
先
で
同
世
代
の
正
社
員
の
間
で
の
賃

金
格
差
が
拡
大
し
て
き
て
い
る
と
思
う
か
を

き
い
た
と
こ
ろ
、「
変
わ
ら
な
い
」、「
わ
か
ら

な
い
」
が
そ
れ
ぞ
れ
約
四
割
、
約
三
割
と
高

く
、「
拡
大
し
て
き
た
」
は
二
割
強
で
あ
っ
た

（
図
表
14
）。

こ
れ
を
勤
務
す
る
企
業
の
従
業
員
規
模

別
・
役
職
別
に
み
る
と
、
従
業
員
規
模
が
大

き
い
ほ
ど
、
役
職
が
高
く
な
る
ほ
ど
、「
拡
大

し
て
き
た
」
と
す
る
割
合
が
高
く
な
っ
て
い

る
（
三
〇
〇
人
未
満 

一
九
・
八
％
、
三
〇

〇
〜
九
九
九
人 

二
四
・
〇
％
、
一
〇
〇
〇

人
以
上 

三
六
・
四
％
）（
一
般
社
員 

一
九
・

一
％
、
課
長
相
当
職 

二
九
・
四
％
、
部
長

相
当
職
以
上 

三
七
・
一
％
）。
ま
た
、
賃
金

制
度
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
と
認
識
す
る
者

で
は
、
見
直
し
は
行
わ
れ
て
い
な
い
と
す
る

者
に
比
べ
て
、「
拡
大
し
て
き
た
」
と
す
る
割

合
が
高
く
な
っ
て
お
り
（
行
わ
れ
た 

三
三
・

三
％
、
見
直
し
は
行
わ
れ
て
い
な
い 

一
六
・

〇
％
）、
賃
金
格
差
の
拡
大
が
実
感
さ
れ
て

図表13　賃金制度の見直しの有無別、基本給の額を決定する際に重視されている要素
（3つまでの複数回答）（従業員調査）

図表14　従業員規模別・役職別・賃金制度の見直しの有無別、
3年前と比較した同世代の正社員間での賃金格差の変化（従業員調査）
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い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

な
お
、
賃
金
格
差
が
拡
大
し
て
き
た
と
回

答
し
た
者
が
、
最
も
大
き
な
要
因
と
し
て
あ

げ
る
も
の
を
み
て
み
る
と
、「
従
来
と
比
べ
て
、

個
人
の
成
果
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

か
ら
」（
三
〇
・
九
％
）、「
従
来
と
比
べ
て
、

昇
進
・
昇
格
の
早
さ
の
違
い
が
大
き
く
な
っ

た
か
ら
」（
二
一
・
四
％
）、「
従
来
と
比
べ
て
、

部
門
・
会
社
の
業
績
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
か
ら
」（
一
二
・
五
％
）
な
ど
の
順
と

な
っ
て
い
る
。（「
従
来
と
比
べ
て
、
個
人
の

成
果
が
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
」

と
「
従
来
と
比
べ
て
、
部
門
・
会
社
の
業
績

が
反
映
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
」
を
合

わ
せ
て
）
成
果
・
業
績
の
要
素
が
賃
金
に
反

映
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
結
果
と
し
て
、
賃

金
格
差
が
拡
大
し
て
き
た
と
感
じ
て
い
る
者

が
、
四
割
に
の
ぼ
る
こ
と
が
わ
か
る
（
図
表

15
）。従

業
員
の
納
得
度
は
分
か
れ
る

次
に
、
従
業
員
調
査
の
結
果
か
ら
、
過
去

三
年
間
の
賃
金
の
決
め
方
に
対
す
る
納
得
度

の
変
化
を
み
る
と
、「
変
化
し
て
い
な
い
」
が

最
も
高
く
（
六
一
・
一
％
）、
次
い
で
「
以

前
よ
り
納
得
し
て
い
な
い
」（
二
二
・
八
％
）、

「
以
前
よ
り
納
得
し
て
い
る
」（
一
四
・
四
％
）

の
順
と
な
っ
て
い
る
（
図
表
16
）。

見
直
し
が
行
わ
れ
た
と
認
識
す
る
者
で
は
、

見
直
し
は
行
わ
れ
て
い
な
い
と
す
る
者
と
比

べ
て
、「
以
前
よ
り
納
得
し
て
い
る
」
割
合
が

高
い
も
の
の
（
行
わ
れ
た 

二
四
・
〇
％
、

見
直
し
は
行
わ
れ
て
い
な
い 

五
・
三
％
）、

「
以
前
よ
り
納
得
し
て
い
な
い
」
と
す
る
割

合
も
高
く
な
っ
て
お
り
（
行
わ
れ
た 

二
六
・

七
％
、
見
直
し
は
行
わ
れ
て
い
な
い 

二
二
・

二
％
）、納
得
度
が
分
か
れ
る
結
果
と
な
っ
た
。

な
お
、
賃
金
制
度
の
決
め
方
に
対
す
る
納

得
度
別
に
、
見
直
し
の
内
容
を
詳
し
く
み
た

も
の
が
図
表
17
で
あ
る
（
複
数
回
答
）。
賃

金
の
決
め
方
に
「
以
前
よ
り
納
得
し
て
い
な

い
」
者
と
比
較
し
て
、「
以
前
よ
り
納
得
し
て

い
る
」
者
で
割
合
が
高
い
も

の
を
あ
げ
る
と
、（
両
者
の
差

が
大
き
い
も
の
か
ら
順
に
）

「
職
務
遂
行
能
力
の
重
視
」、

「
職
務
、
職
種
な
ど
の
仕
事

の
内
容
の
重
視
」、「
仕
事
へ

の
努
力
の
重
視
」、「
職
能
資

格
制
度
の
改
定
・
導
入
」
な

ど
と
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
で
の
納
得
度
は
、
賃

金
の
決
め
方
に
対
す
る
納
得

度
で
あ
り
、
賃
金
制
度
の
見

直
し
内
容
を
個
々
に
評
価
を

し
た
も
の
で
は
な
い
点
に
留

意
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
納

得
度
を
高
め
た
者
と
低
め
た

者
を
比
較
し
た
と
き
、
納
得

度
を
高
め
た
者
が
、
成
果
・

業
績
関
連
の
要
素
よ
り
、
職

務
遂
行
能
力
、
仕
事
の
内
容
、

個
人
の
努
力
の
重
視
と
い
っ

た
項
目
を
あ
げ
る
割
合
が
相

対
的
に
高
い
点
は
興
味
深
い
。

こ
の
結
果
は
、
賃
金
制
度
の

見
直
し
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
企
業
で
、

成
果
・
業
績
関
連
の
要
素
を
あ
げ
る
割
合
が

相
対
的
に
高
か
っ
た
こ
と
と
符
号
す
る
結
果

で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
納
得
度
が
高
ま
っ
た
理
由
、

低
下
し
た
理
由

図
表
18
は
、
賃
金
の
決
め
方
に
「
以
前
よ

り
納
得
し
て
い
る
」
と
回
答
し
た
者
に
、
そ

の
理
由
を
き
い
た
結
果
で
あ
る（
複
数
回
答
）。

全
体
で
は
、「
自
分
の
成
果
が
正
し
く
評
価
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
」
を
あ
げ
る
割
合

が
最
も
高
く
（
四
〇
・
四
％
）、
次
い
で
「
仕

事
へ
の
努
力
が
正
し
く
評
価
さ
れ
る
よ
う
に

図表15　賃金格差拡大の要因として最も大きいと思うもの（従業員調査.N=1,620）

図表16　賃金の見直しの有無別、過去3年間の賃金決定方法について納得度の変化
（従業員調査）

図表17　賃金の決め方に対する納得度別、過去3年間に行われた賃金制度の見直し
（複数回答）（従業員調査）
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な
っ
た
か
ら
」（
三
七
・
三
％
）、「
自
分
の
能

力
が
正
し
く
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か

ら
」（
二
九
・
一
％
）
な
ど
の
順
と
な
っ
て
い

る
。ま

た
、（
賃
金
制
度
の
）
見
直
し
は
行
わ
れ

て
い
な
い
と
す
る
者
と
比
べ
て
、
見
直
し
が

行
わ
れ
た
と
認
識
す
る
者
で
割
合
が
高
い
も

の
を
あ
げ
る
と
、
両
者
の
差
が
大
き
い
も
の

か
ら
順
に
「
賃
金
の
決
め
方
が
わ
か
り
や
す

く
な
っ
た
か
ら
」、「
賃
金
の
決
め
方
に
つ
い

て
の
説
明
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か

ら
」、「
業
績
や
成
果
を
評
価
す
る
手
法
が
改

善
さ
れ
た
か
ら
」、「
自
分
の
成
果
が
正
し
く

評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
」
な
ど
と

な
っ
て
い
る
。

こ
の
結
果
か
ら
、
以
下
の
三
点
を
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
賃
金
制
度
の
見

直
し
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、自
分
の
成
果
・

能
力
・
仕
事
へ
の
努
力
が
正
し
く
評
価
さ
れ

て
い
る
と
い
う
認
識
が
、
賃
金
の
決
め
方
に

対
す
る
納
得
に
つ
な
が
る
こ
と
、
第
二
に
中

で
も
、
成
果
に
対
す
る
正
し
い
評
価
は
、
賃

金
制
度
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た
と
認
識
す
る

者
で
、
選
択
さ
れ
る
割
合
が
高
く
な
る
こ
と
、

第
三
に
（
賃
金
制
度
の
見
直
し
が
行
わ
れ
た

と
認
識
す
る
者
で
は
）
こ
う
し
た
理
由
に
加

え
て
、
賃
金
決
定
方
法
の
明
確
化
や
評
価
手

法
の
改
善
と
い
っ
た
要
素
も
、
選
択
さ
れ
る

割
合
が
高
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
方
、
賃
金
の
決
め
方
に
「
以
前
よ
り
納

得
し
て
い
な
い
」
と
回
答
し
た
者
に
、
そ
の

理
由
を
き
い
た
の
が
図
表
19
で
あ
る
（
複
数

回
答
）。
全
体
で
は
、「
仕
事
へ
の
努
力
が
正

し
く
評
価
さ
れ
な
く
な
っ
た
か
ら
」
を
あ
げ

る
割
合
が
最
も
高
く
（
三
四
・
五
％
）、
次

い
で
「
賃
金
水
準
が
職
務
内
容
や
責
任
に
見

合
わ
な
い
も
の
に
な
っ
た
か
ら
」（
三
三
・
八

％
）、「
業
績
や
成
果
を
評
価
す
る
手
法
が
改

善
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
」（
三
二
・
四
％
）
な

ど
の
順
と
な
っ
て
い
る
。

な
お
、（
賃
金
制
度
の
）
見
直
し
が
行
わ
れ

た
と
認
識
す
る
者
で
は
、
見
直
し
は
行
わ
れ

て
い
な
い
と
す
る
者
と
比
べ
て
、「
賃
金
の
決

め
方
が
わ
か
り
に
く
く
な
っ
た
か
ら
」
な
ど

を
挙
げ
る
割
合
が
相
対
的
に
高
く
な
っ
て
い

る
も
の
の
、
全
体
的
に
、
見
直
し
が
行
わ
れ

た
と
認
識
す
る
者
と
、
見
直
し
は
行
わ
れ
て

い
な
い
と
す
る
者
で
回
答
割
合
に
差
が
あ
る

項
目
は
少
な
い
。

こ
の
結
果
か
ら
、
賃
金
制
度
の
見
直
し
の

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
努
力
が
評
価

さ
れ
な
い
、
評
価
手
法
に
問
題
が
あ
る
な
ど

評
価
に
対
す
る
不
満
や
、
賃
金
水
準
に
対
す

る
不
満
が
、
納
得
度
低
下
の
大
き
な
要
因
と

な
っ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
賃
金
制
度
の
見

直
し
が
行
わ
れ
た
と
認
識
す
る
者
で
は
、
こ

図表18　賃金制度の見直しの有無別、賃金の決め方に納得している理由
（複数回答）（従業員調査）

図表19　賃金制度の見直しの有無別、賃金の決め方に納得していない理由
（複数回答）（従業員調査）

図表20　 賃金制度の見直しの有無別・賃金の決め方に対する納得度別、
現在の仕事の満足度（従業員調査）
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図表21　 賃金制度の見直しの有無別・賃金の決め方に対する納得度別、
（3年前と比べた）就業意欲の変化（従業員調査）

図表22　仕事への意欲を高めるもの(複数回答）（従業員調査.N=7,168）

う
し
た
理
由
に
加
え
て
、（
制
度
の
見
直
し
に

よ
り
）
賃
金
決
定
方
法
が
分
か
り
に
く
く
な

っ
た
と
い
う
不
満
が
、
納
得
度
の
低
下
に
つ

な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。

仕
事
満
足
度
、
就
業
意
欲
と
の
関
係

こ
こ
で
、
賃
金
制
度
の
見
直
し
及
び
賃
金

の
決
め
方
に
対
す
る
納
得
度
の
変
化
と
、
仕

事
満
足
度
や
就
業
意
欲
と
の
関
係
を
み
て
み

る
。図

表
20
は
、
従
業
員
の
現
在
の
仕
事
の
満

足
度
を
み
た
も
の
で
あ
る
。
全
体
で
は
、
満

足
（「
満
足
」
＋
「
や
や
満
足
」）
と
す
る
割

合
（
五
八
・
四
％
）
が
、
不
満
（「
不
満
」

＋
「
や
や
不
満
」）
と
す
る
割
合
（
三
八
・

九
％
）
を
上
回
っ
て
い
る
。

賃
金
制
度
の
見
直
し
の
有
無
別
に
み
て
も
、

こ
の
傾
向
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い
は
な
い

が
、
賃
金
の
決
め
方
に
対
す
る
納
得
度
別
に

み
る
と
、
賃
金
の
決
め
方
に
「
以
前
よ
り
納

得
し
て
い
る
」
ほ
ど
、満
足
（「
満
足
」
＋
「
や

や
満
足
」）
と
す
る
割
合
が
高
く
（
以
前
よ

り
納
得
し
て
い
る 

七
五
・
七
％
、
変
化
し

て
い
な
い 

六
一
・
二
％
、
以
前
よ
り
納
得

し
て
い
な
い 

四
〇
・
四
％
）、
賃
金
の
決
め

方
に
「
以
前
よ
り
納
得
し
て
い
な
い
」
ほ
ど
、

不
満
（「
不
満
」
＋
「
や
や
不
満
」）
と
す
る

割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
（
以
前
よ
り
納
得

し
て
い
る 

二
二
・
二
％
、
変
化
し
て
い
な

い 
三
六
・
四
％
、
以
前
よ
り
納
得
し
て
い

な
い 

五
六
・
七
％
）。

同
様
に
、
図
表
21
は
、
従
業
員
の
（
三
年

前
と
比
べ
た
）
就
業
意
欲
の
変
化
を
み
た
も

の
で
あ
る
。
全
体
で
は
、「
変
わ
ら
な
い
」
と

す
る
割
合
が
最
も
高
く
（
四
八
・
〇
％
）、

次
い
で
「（
働
く
意
欲
が
）
低
下
し
た
」
と

す
る
割
合
（
二
六
・
九
％
）
が
、「（
働
く
意

欲
が
）
高
ま
っ
た
」
と
す
る
割
合
（
一
八
・

八
％
）
を
上
回
っ
て
い
る
。

賃
金
制
度
の
見
直
し
の
有
無
別
に
み
て
も
、

こ
の
傾
向
に
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
違
い
は
な
い

が
、
賃
金
の
決
め
方
に
対
す
る
納
得
度
別
に

み
る
と
、
賃
金
の
決
め
方
に
「
以
前
よ
り
納

得
し
て
い
る
」
ほ
ど
、「（
働
く
意
欲
が
）
高

ま
っ
た
」
と
す
る
割
合
が
高
く
（
以
前
よ
り

納
得
し
て
い
る 

三
五
・
四
％
、
変
化
し
て

い
な
い 

一
六
・
八
％
、
以
前
よ
り
納
得
し

て
い
な
い 

一
三
・
二
％
）、
賃
金
の
決
め
方

に
「
以
前
よ
り
納
得
し
て
い
な
い
」
ほ
ど
、

「（
働
く
意
欲
が
）
低
下
し
た
」
と
す
る
割

合
が
高
く
な
っ
て
い
る
（
以
前
よ
り
納
得
し

て
い
る
一
三
・
三
％
、
変
化
し
て
い
な
い 

二
二
・
七
％
、
以
前
よ
り
納
得
し
て
い
な
い 

四
七
・
五
％
）。

こ
の
結
果
か
ら
、
賃
金
の
見
直
し
の
有
無

自
体
の
認
識
よ
り
も
、
賃
金
の
決
め
方
に
対

す
る
納
得
度
が
、
仕
事
満
足
度
や
就
業
意
欲

に
強
く
関
係
し
て
い
る
様
子
が
み
て
と
れ
る
。

前
述
し
た
と
お
り
、
企
業
側
の
賃
金
制
度

の
見
直
し
の
主
目
的
は
、
従
業
員
の
意
欲
向

上
に
あ
っ
た
。
従
業
員
の
就
業
意
欲
向
上
の

た
め
に
は
、（
賃
金
制
度
の
見
直
し
だ
け
で
な

く
）
賃
金
の
決
め
方
に
対
す
る
納
得
度
を
高

め
る
必
要
が
あ
り
、
納
得
度
を
高
め
る
上
で

は
、
①
成
果
や
努
力
を
適
切
に
評
価
す
る
こ

と
、
②
（
そ
の
た
め
の
）
評
価
手
法
を
改
善

す
る
こ
と
、
③
賃
金
の
決
定
方
法
を
明
確
に

す
る
こ
と―

―

な
ど
が
カ
ギ
と
な
る
。
従
業

員
調
査
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
結
果
は
、
本
調

査
に
お
け
る
企
業
の
今
後
の
見
直
し
の
方
向

性
と
も
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
な
お
、

納
得
度
が
低
下
し
た
理
由
で
は
、
賃
金
水
準

の
問
題
も
上
位
に
あ
が
っ
て
お
り
、
こ
の
点

に
つ
い
て
も
、
従
業
員
の
納
得
度
を
高
め
る

工
夫
が
求
め
ら
れ
る（
３
）。

４　

む
す
び
に
か
え
て

人
材
育
成
の
重
要
性

こ
こ
ま
で
、
企
業
に
お
け
る
賃
金
制
度
の

見
直
し
を
中
心
に
み
て
き
た
が
、
最
後
に
、

従
業
員
の
労
働
意
欲
を
高
め
る
要
因
及
び
企

業
経
営
全
体
に
目
を
転
じ
、
今
後
の
課
題
を

み
て
み
た
い
。

ま
ず
、
従
業
員
調
査
の
結
果
か
ら
、
仕
事

に
対
す
る
意
欲
を
高
め
る
要
因
を
み
る
と

（
複
数
回
答
）、
意
欲
を
高
め
る
要
因
の
ト

ッ
プ
は
、「
取
り
組
む
仕
事
自
体
へ
の
興
味
・

関
心
」（
五
一
・
六
％
）
で
あ
り
、次
い
で
「
職

場
に
お
け
る
良
好
な
人
間
関
係
」（
四
五
・
六

％
）、「
仕
事
が
自
分
に
と
っ
て
楽
し
い
と
思

え
る
こ
と
」（
四
四
・
六
％
）、「
自
分
の
成
果

に
対
し
て
賃
金
で
報
わ
れ
る
こ
と
」（
三
九
・

九
％
）
な
ど
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
結

果
か
ら
、
従
業
員
の
仕
事
へ
の
意
欲
を
高
め

る
も
の
と
し
て
、
仕
事
自
体
の
面
白
み
や
良

好
な
人
間
関
係
な
ど
が
上
位
に
位
置
付
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
（
図
表
22
）。

ま
た
、
従
業
員
が
今
後
利
用
し
た
い
（
利

用
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
い
い
）
と
考
え
て

い
る
勤
務
制
度
と
し
て
は
（
三
つ
ま
で
の
複

数
回
答
）、「
学
習
等
の
自
己
啓
発
の
た
め
の

休
暇
制
度
」
を
あ
げ
る
割
合
が
三
割
弱
（
二
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五
・
三
％
）
で
最
も
高
く
な
っ
て
お
り
、「
短

時
間
正
社
員
制
度
」（
二
三
・
九
％
）
や
「
在

宅
勤
務
制
度
」（
一
九
・
三
％
）、「
育
児
に
か

か
る
経
費
の
補
助
」（
一
九
・
一
％
）
と
い
っ

た
他
の
勤
務
制
度
同
様
に
、
能
力
開
発
に
関

連
す
る
ニ
ー
ズ
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

守
島
（
二
〇
〇
四
）
は
、「
成
果
主
義
的
な

賃
金
や
評
価
制
度
の
導
入
は
、
そ
れ
と
補
完

的
な
制
度
や
施
策
の
導
入
を
伴
わ
な
い
限
り
、

労
働
意
欲
へ
の
プ
ラ
ス
の
影
響
は
観
察
さ
れ

な
い
」
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が（
４
）、
こ

う
し
た
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
賃
金
制
度
や
評

価
制
度
の
改
善
の
み
な
ら
ず
、
仕
事
分
担
の

見
直
し
や
裁
量
権
限
の
拡
大
な
ど
仕
事
自
体

の
面
白
み
を
高
め
る
工
夫
、
従
業
員
の
能
力

開
発
な
ど
も
、
業
績
・
成
果
主
義
を
進
め
る

企
業
に
お
い
て
、
重
要
度
を
増
し
て
い
る
課

題
と
考
え
ら
れ
る
。

次
に
、
企
業
調
査
の
結
果
か
ら
、
経
営
方

針
に
お
い
て
、
三
年
前
と
比
べ
て
重
視
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
課
題
を
み
る
と
（
複
数
回

答
）、「
人
材
育
成
の
強
化
」が
約
七
割（
六
七
・

九
％
）
で
最
も
高
く
、「
収
益
性
の
向
上
」（
五

八
・
九
％
）、「
顧
客
満
足
度
の
向
上
」（
五
五
・

三
％
）、「
コ
ス
ト
の
削
減
」（
五
五
・
〇
％
）

な
ど
と
い
っ
た
諸
課
題
を
抜
い
て
、
ト
ッ
プ

に
あ
が
っ
て
い
る
（
図
表
23
）。

さ
ら
に
、
企
業
が
市
場
に
お
け
る
競
争
力

の
源
泉
と
し
て
重
視
す
る
項
目
を
み
て
み
る

と
（
三
つ
ま
で
の
複
数
回
答
）、
こ
れ
ま
で

重
視
し
て
き
た
項
目
と
し
て
は
、「
品
質
、
技

術
力
」を
あ
げ
る
割
合
が
最
も
高
く（
五
九
・

四
％
）、
次
い
で
「
安
定
し
た
顧
客
」（
三
六
・

六
％
）、「
営
業
力
」（
二
八
・
四
％
）
な
ど
の

順
で
あ
っ
た
が
、
今
後
重
視
し
て
い
く
項
目

と
し
て
は
、「
品
質
、技
術
力
」（
五
二
・
一
％
）

に
次
い
で
「
優
秀
な
人
材
」（
三
二
・
五
％
）、

「
企
画
・
提
案
力
」（
二
六
・
四
％
）
な
ど
が

あ
が
っ
て
い
る
。
中
で
も
、（
こ
れ
ま
で
重
視

し
て
き
た
項

目
と
今
後
重

視
し
て
い
く

項
目
を
比
較

し
て
）
今
後

重
視
し
て
い

く
項
目
で
最

も
上
昇
幅
が

大
き
い
も
の

が
、「
優
秀
な

人
材
」
で
あ

る（
図
表
24
）。

一
九
九
〇

年
代
か
ら
二

〇
〇
〇
年
代

に
か
け
て
、

企
業
は
非
正

規
社
員
の
活

用
や
業
務
の

ア
ウ
ト
ソ
ー

シ
ン
グ
な
ど

人
材
の
外
部

化
を
進
め
て

き
た
が
、
こ

こ
数
年
、
人

材
の
育
成
が
重
要
な
経
営
課
題
と
し
て
浮
上

し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
企
業
が
生
産
性

を
向
上
さ
せ
、
市
場
に
お
け
る
競
争
力
を
強

化
し
続
け
て
い
く
た
め
に
、
景
気
の
回
復
期

で
あ
る
今
こ
そ
、
内
部
人
材
の
育
成
に
力
を

注
い
で
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

〔
注
〕

１ 

．
調
査
は
、
農
林
漁
業
な
ど
一
部
の
業
種
を
除
く
全
国

の
従
業
員
数
一
〇
〇
人
以
上
の
企
業
一
万
社
（
東
京
商

工
リ
サ
ー
チ
の
企
業
情
報
か
ら
業
種
・
規
模
別
に
層
化

無
作
為
抽
出
）
及
び
企
業
で
働
く
正
規
従
業
員
一
〇
万

人
（
企
業
調
査
対
象
企
業
に
一
企
業
あ
た
り
一
〇
人
へ

の
調
査
票
配
布
を
依
頼
）
を
対
象
に
、
郵
送
調
査
に
よ

り
実
施
し
、
企
業
一
二
九
一
社
、
従
業
員
七
一
六
八
人

か
ら
回
答
を
得
た
。
調
査
結
果
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
（
二
〇
〇
七
）『
経
営
環
境

の
変
化
の
下
で
の
人
事
戦
略
と
勤
労
者
生
活
に
関
す
る

実
態
調
査
』（
調
査
シ
リ
ー
ズ
№
３
８
）
を
参
照
さ
れ
た

い
。

２ 

．
本
調
査
に
お
け
る
賃
金
制
度
の
見
直
し
を「
行
っ
た
」

（
企
業
調
査
）、見
直
し
が「
行
わ
れ
た
」（
従
業
員
調
査
）

と
は
、「
過
去
三
年
間
に
賃
金
制
度
の
見
直
し
を
行
っ
た

か
（
企
業
調
査
）
／
賃
金
制
度
の
見
直
し
が
あ
っ
た
か

（
従
業
員
調
査
）」
と
の
設
問
に
対
し
て
、「
職
務
、
職

種
な
ど
の
仕
事
の
内
容
の
重
視
」、「
職
務
遂
行
能
力
の

重
視
」、「
個
人
の
短
期
的
な
成
果
の
重
視
」、「（
個
人
の
）

仕
事
へ
の
努
力
の
重
視
」、「（
部
門
・
）
会
社
の
業
績
の

重
視
」、「
手
当
を
縮
減
し
基
本
給
へ
組
入
れ
」、「
賃
金
表

の
導
入
」、「
正
社
員
の
職
種
別
に
賃
金
制
度
を
分
け
る
」、

「
職
能
資
格
制
度
の
改
定
・
導
入
」、「
複
線
型
賃
金
体

系
の
改
定
・
導
入
」、「
年
俸
制
の
改
定
・
導
入
」、「
基
本

給
を
抑
制
し
、
賞
与
の
ウ
エ
イ
ト
を
相
対
的
に
拡
大
」、

「
基
本
給
を
増
加
し
、
賞
与
の
ウ
エ
イ
ト
を
相
対
的
に

縮
小
」、「
そ
の
他
」
の
い
ず
れ
か
を
「
行
っ
た
（
企
業

調
査
）
／
行
わ
れ
た
（
従
業
員
調
査
）」
旨
回
答
し
た

も
の
を
い
う
。

３ 

． 

賃
金
水
準
に
関
し
て
は
、
現
在
の
仕
事
や
職
業
生

活
に
関
す
る
こ
と
で
不
安
や
悩
み
を
感
じ
て
い
る
こ
と

を
き
い
た
設
問
で
も
、
七
割
強
（
七
三
・
二
％
）
の
従

業
員
が
、「
将
来
の
賃
金
水
準
」
に
不
安
や
悩
み
を
感
じ

て
い
る
（「
非
常
に
感
じ
て
い
る
」
＋
「
や
や
感
じ
て

い
る
」）
と
回
答
し
て
お
り
、
賃
金
水
準
に
対
す
る
不

安
の
高
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

４ 

．
守
島
基
博(

二
〇
〇
四) 

「
成
果
主
義
は
企
業
を
活

性
化
す
る
か
」『
日
本
労
働
研
究
雑
誌
』
№
五
二
五
。

図表23　3年前と比べて重視されるようになった経営課題（複数回答）
（企業調査.N=1,291）

図表24　市場における競争力の源泉として重視する項目（3つまでの複数回答）
（企業調査.N=1,291）


